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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ第１電極端子と第２電極端子を有する第１半導体素子と第２半導体素子が実装
される配線基板であって、
　上面に前記第１半導体素子の第１電極端子が接続される第１接続端子と前記第２半導体
素子の第１電極端子が接続される第２接続端子とが露出して形成され、下面に内部接続端
子が形成された配線部品と、
　前記第１半導体素子の第２電極端子が接続される第３接続端子と、
　前記第２半導体素子の第２電極端子が接続される第４接続端子と、
　前記配線部品と前記第３接続端子と前記第４接続端子とが埋設された絶縁層と、
　前記絶縁層の下面に形成され、前記絶縁層を貫通するビア配線を有し、前記ビア配線に
より前記内部接続端子に直接接続された配線層と、を有し、
　前記第１～前記第４接続端子の上面は同一の平面上に位置しており、
　前記絶縁層は、前記配線部品の外周側面から前記絶縁層の上面側に向かうにつれて拡開
するテーパ状の開口部を有し、
　前記開口部と前記配線部品の間に配設され、前記配線部品の側面の一部を覆う接着剤を
備えていること、を特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記第３接続端子と前記第４接続端子は前記絶縁層の厚さ方向に延びる柱状に形成され
、前記絶縁層の厚さ方向において前記第３接続端子及び前記第４接続端子の長さは、前記
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配線部品の前記上面から前記下面までの厚さと等しくなるように設定されていること、を
特徴とする請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　配線基板と、それぞれ第１電極端子と第２電極端子を有して前記配線基板に実装された
第１半導体素子と第２半導体素子とを有し、
　前記配線基板は、
　上面に前記第１半導体素子の第１電極端子が接続される第１接続端子と前記第２半導体
素子の第１電極端子が接続される第２接続端子とが露出して形成され、下面に内部接続端
子が形成された配線部品と、
　前記第１半導体素子の第２電極端子が接続される第３接続端子と、
　前記第２半導体素子の第２電極端子が接続される第４接続端子と、
　前記配線部品と前記第３接続端子と前記第４接続端子とが埋設された絶縁層と、
　前記絶縁層の下面に形成され、前記絶縁層を貫通するビア配線を有し、前記ビア配線に
より前記内部接続端子に直接接続された配線層と、を有し、
　前記第１～前記第４接続端子の上面は同一の平面上に位置しており、
　前記絶縁層は、前記配線部品の外周側面から前記絶縁層の上面側に向かうにつれて拡開
するテーパ状の開口部を有し、
　前記開口部と前記配線部品の間に配設され、前記配線部品の側面の一部を覆う接着剤を
備えていること、を特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　それぞれ第１電極端子と第２電極端子を有する第１半導体素子と第２半導体素子が実装
される配線基板の製造方法であって、
　第１の面に前記第１半導体素子の第１電極端子が接続される第１接続端子と前記第２半
導体素子の第１電極端子が接続される第２接続端子とが露出して形成され、前記第１の面
とは反対側の第２の面に内部接続端子が形成された配線部品と、前記第１の面を覆う金属
箔とを有する構造体を形成する工程と、
　第１支持基板の上面に搭載凹部を形成する工程と、
　前記金属箔の上面を前記第１支持基板の上面と同一高さとするように、前記搭載凹部に
前記構造体の前記金属箔を埋設して接着層により前記構造体を接着する工程と、
　前記第１支持基板の上面に第３接続端子と第４接続端子とを形成する工程と、
　前記構造体と前記第３接続端子と前記第４接続端子とを覆う絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層の上面に、前記内部接続端子と前記第３接続端子と前記第４接続端子とにそ
れぞれ接続された配線層を形成する工程と、
　前記第１支持基板を除去する工程と、
　前記金属箔を覆う前記接着層を除去する工程と、
　前記構造体の前記金属箔を除去する工程と、
を有する配線基板の製造方法。
【請求項５】
　それぞれ第１電極端子と第２電極端子を有する第１半導体素子と第２半導体素子が実装
される配線基板の製造方法であって、
　第１の面に前記第１半導体素子の第１電極端子が接続される第１接続端子と前記第２半
導体素子の第１電極端子が接続される第２接続端子とが露出して形成され、前記第１の面
とは反対側の第２の面に内部接続端子が形成された配線部品と、前記第１の面を覆う金属
箔とを有する構造体を形成する工程と、
　第１支持基板の上面に、前記構造体の前記金属箔を接着層により接着する工程と、
　前記第１支持基板の上面に、前記金属箔の上面と同一の高さの補助層を形成する工程と
、
　前記補助層の上に第３接続端子と第４接続端子とを形成する工程と、
　前記構造体と前記第３接続端子と前記第４接続端子とを覆う絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層の上面に、前記内部接続端子と前記第３接続端子と前記第４接続端子とにそ
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れぞれ接続された配線層を形成する工程と、
　前記第１支持基板及び前記補助層を除去する工程と、
　前記金属箔を覆う前記接着層を除去する工程と、
　前記構造体の前記金属箔を除去する工程と、
を有する配線基板の製造方法。
【請求項６】
　前記第１支持基板は、支持体と、前記支持体の上面に接着されたキャリア板と、前記キ
ャリア板の上面に剥離層を介して積層された金属箔とを含み、
　前記第１支持基板を除去する工程では、前記キャリア板を前記金属箔から剥離して前記
支持体と前記キャリア板とを除去した後、前記金属箔をエッチングにより除去すること、
を特徴とする請求項４又は５に記載の配線基板の製造方法。
【請求項７】
　前記構造体を形成する工程は、
　キャリア板と、前記キャリア板の上面に剥離層を介して積層された金属箔とを含む第２
支持基板を用い、前記金属箔の上面に第１接続端子と第２接続端子とを形成する工程と、
　前記金属箔の上面側に、絶縁層と配線層とを交互に積層する工程と、
　最上層の前記配線層をパターニングして内部接続端子を形成する工程と、
　最上層の前記絶縁層の上面に第１支持層を形成する工程と、
　前記キャリア板を前記金属箔から剥離する工程と、
　前記金属箔の下面に第２支持層を形成した後、前記第１支持層を除去する工程と、
を有し、
　前記金属箔から前記第２支持層を除去して前記構造体を前記第１支持基板に接着するこ
と、を特徴とする請求項４～６のいずれか１項に記載の配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板、半導体装置、配線基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子機器に使用される半導体装置は、配線基板の上に電子部品が搭載されている
。配線基板上に例えば２つの電子部品を横方向に並べて搭載する半導体装置では、２つの
電子部品が配線を介して接続される。２つの電子部品を接続する方法としては、微細配線
を内蔵する配線部品を配線基板に配置する方法、又は配線基板に微細配線を作り込む方法
、等の各種の方法が提案されている（例えば、特許文献１～５参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２６１３１１号公報
【特許文献２】特表２０１１－５１５８４２号公報
【特許文献３】特開２０１３－２４３２２７号公報
【特許文献４】特開２０１４－９９５９１号公報
【特許文献５】特開２０１４－１７９６１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記のように複数の電子部品を搭載する配線基板において、接続信頼性を確
保することが求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一観点によれば、それぞれ第１電極端子と第２電極端子を有する第１半導体素
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子と第２半導体素子が実装される配線基板であって、上面に前記第１半導体素子の第１電
極端子が接続される第１接続端子と前記第２半導体素子の第１電極端子が接続される第２
接続端子とが露出して形成され、下面に内部接続端子が形成された配線部品と、前記第１
半導体素子の第２電極端子が接続される第３接続端子と、前記第２半導体素子の第２電極
端子が接続される第４接続端子と、前記配線部品と前記第３接続端子と前記第４接続端子
とが埋設された絶縁層と、前記絶縁層の下面に形成され、前記絶縁層を貫通するビア配線
を有し、前記ビア配線により前記内部接続端子に直接接続された配線層と、を有し、前記
第１～前記第４接続端子の上面は同一の平面上に位置しており、前記絶縁層は、前記配線
部品の外周側面から前記絶縁層の上面側に向かうにつれて拡開するテーパ状の開口部を有
し、前記開口部と前記配線部品の間に配設され、前記配線部品の側面の一部を覆う接着剤
を備えている。
【０００６】
　本発明の別の一観点によれば、配線基板と、それぞれ第１電極端子と第２電極端子を有
して前記配線基板に実装された第１半導体素子と第２半導体素子とを有し、前記配線基板
は、上面に前記第１半導体素子の第１電極端子が接続される第１接続端子と前記第２半導
体素子の第１電極端子が接続される第２接続端子とが露出して形成され、下面に内部接続
端子が形成された配線部品と、前記第１半導体素子の第２電極端子が接続される第３接続
端子と、前記第２半導体素子の第２電極端子が接続される第４接続端子と、前記配線部品
と前記第３接続端子と前記第４接続端子とが埋設された絶縁層と、前記絶縁層の下面に形
成され、前記絶縁層を貫通するビア配線を有し、前記ビア配線により前記内部接続端子に
直接接続された配線層と、を有し、前記第１～前記第４接続端子の上面は同一の平面上に
位置しており、前記絶縁層は、前記配線部品の外周側面から前記絶縁層の上面側に向かう
につれて拡開するテーパ状の開口部を有し、前記開口部と前記配線部品の間に配設され、
前記配線部品の側面の一部を覆う接着剤を備えている。
【０００７】
　また、本発明の別の一観点によれば、それぞれ第１電極端子と第２電極端子を有する第
１半導体素子と第２半導体素子が実装される配線基板の製造方法は、第１の面に前記第１
半導体素子の第１電極端子が接続される第１接続端子と前記第２半導体素子の第１電極端
子が接続される第２接続端子とが露出して形成され、前記第１の面とは反対側の第２の面
に内部接続端子が形成された配線部品と、前記第１の面を覆う金属箔とを有する構造体を
形成する工程と、第１支持体の上面に搭載凹部を形成する工程と、前記金属箔の上面を前
記第１支持体の上面と同一高さとするように、前記搭載凹部に前記構造体の前記金属箔を
埋設して接着層により前記構造体を接着する工程と、前記第１支持体の上面に第３接続端
子と第４接続端子とを形成する工程と、前記構造体と前記第３接続端子と前記第４接続端
子とを覆う絶縁層を形成する工程と、前記絶縁層の上面に、前記内部接続端子と前記第３
接続端子と前記第４接続端子とにそれぞれ接続された配線層を形成する工程と、前記第１
支持体を除去する工程と、前記金属箔を覆う前記接着層を除去する工程と、前記構造体の
前記金属箔を除去する工程と、を有する。
【０００８】
　また、本発明の別の一観点によれば、それぞれ第１電極端子と第２電極端子を有する第
１半導体素子と第２半導体素子が実装される配線基板の製造方法は、第１の面に前記第１
半導体素子の第１電極端子が接続される第１接続端子と前記第２半導体素子の第１電極端
子が接続される第２接続端子とが露出して形成され、前記第１の面とは反対側の第２の面
に内部接続端子が形成された配線部品と、前記第１の面を覆う金属箔とを有する構造体を
形成する工程と、第１支持体の上面に、前記構造体の前記金属箔を接着層により接着する
工程と、前記第１支持体の上面に、前記金属箔の上面と同一の高さの補助層を形成する工
程と、前記補助層の上に第３接続端子と第４接続端子とを形成する工程と、前記構造体と
前記第３接続端子と前記第４接続端子とを覆う絶縁層を形成する工程と、前記絶縁層の上
面に、前記内部接続端子と前記第３接続端子と前記第４接続端子とにそれぞれ接続された
配線層を形成する工程と、前記第１支持体及び前記補助層を除去する工程と、前記金属箔
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を覆う前記接着層を除去する工程と、前記構造体の前記金属箔を除去する工程と、を有す
る。
 
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一観点によれば、複数の電子部品を搭載する配線基板において、接続信頼性を
確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】（ａ）は第１実施形態の配線基板を示す概略断面図、（ｂ）は配線部品を示す概
略断面図。
【図２】（ａ）は半導体装置を示す概略平面図、（ｂ）は半導体装置を示す概略断面図。
【図３】（ａ）～（ｅ）は、配線部品の製造方法を示す概略断面図。
【図４】（ａ）～（ｄ）は、配線部品の製造方法を示す概略断面図。
【図５】（ａ）～（ｃ）は、第１実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図６】第１実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図７】（ａ），（ｂ）は、第１実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図８】（ａ），（ｂ）は、第１実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図９】（ａ）は第２実施形態の配線基板を示す概略断面図、（ｂ）は配線部品を示す概
略断面図。
【図１０】半導体装置を示す概略断面図。
【図１１】（ａ）～（ｃ）は、第２実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図１２】第２実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図１３】（ａ），（ｂ）は、第２実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図１４】（ａ），（ｂ）は、第２実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図１５】別の支持基板を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して各実施形態を説明する。なお、添付図面は、便宜上、特徴を
分かりやすくするために特徴となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の
寸法比率などが実際と同じであるとは限らない。また、断面図では、各部材の断面構造を
分かりやすくするために、一部の部材のハッチングを梨地模様に代えて示し、一部の部材
のハッチングを省略している。なお、本明細書において、「平面視」とは、対象物を図１
等の鉛直方向（図中上下方向）から視ることを言い、「平面形状」とは、対象物を図１等
の鉛直方向から視た形状のことを言う。
【００１２】
　（第１実施形態）
　以下、第１実施形態を図１～図８に従って説明する。
　図２（ａ）に示すように、半導体装置１は、配線基板１０と、配線基板１０に実装され
た複数（図２（ａ）では２つ）の半導体素子６０，７０とを有している。配線基板１０は
、配線部品（ブリッジボード）２０を有している。配線部品２０は、平面視において、２
つの半導体素子６０，７０の一部と重なるように配置されている。半導体素子６０，７０
の一部の端子は、配線部品２０に接続されている。配線部品２０は、２つの半導体素子６
０，７０の一部の端子を互いに接続する。
【００１３】
　一方の半導体素子６０（第１半導体素子）としては、例えば、ＣＰＵ（Central Proces
sing Unit）チップやＧＰＵ（Graphics Processing Unit）チップなどのロジックチップ
を用いることができる。そして、他方の半導体素子７０（第２半導体素子）としては、例
えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）チップ、ＳＲＡＭ（Static Random Ac
cess Memory）チップやフラッシュメモリチップなどのメモリチップを用いることができ
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る。なお、半導体素子６０，７０として、大規模半導体回路を複数（例えば２つ）に分割
して形成されたチップ（ダイ）を用いることもできる。
【００１４】
　図２（ｂ）に示すように、半導体素子６０は、複数の電極端子（ピラー）６２（第２電
極端子）を介して配線基板１０に接続されている。同様に、半導体素子７０は、複数の電
極端子（ピラー）７２（第２電極端子）を介して配線基板１０に接続されている。半導体
素子６０は、電極端子６１（第１電極端子）を介して配線部品２０に接続されている。同
様に、半導体素子７０は、電極端子７１（第１電極端子）を介して配線部品２０に接続さ
れている。電極端子６１，６２，７１，７２の材料としては、例えば銅又は銅合金を用い
ることができる。なお、図２（ｂ）は、半導体装置１の一部であり、２つの半導体素子６
０，７０の間の接続部分を示している。
【００１５】
　配線基板１０と半導体素子６０，７０との間には、アンダーフィル樹脂８５が充填され
ている。アンダーフィル樹脂８５は、配線基板１０と半導体素子６０，７０との間の接続
部分の接続強度を向上させると共に、配線パターンの腐食やエレクトロマイグレーション
の発生を抑制し、配線パターンの信頼性の低下を防ぐ。アンダーフィル樹脂８５の材料と
しては、例えばエポキシ系樹脂などの絶縁性樹脂を用いることができる。
【００１６】
　次に、配線基板１０について詳述する。
　図１（ａ）に示すように、配線基板１０は、配線部品２０、外部端子４１，４２、配線
層４３，４４、絶縁層５１，５２、ソルダレジスト層５３を有している。
【００１７】
　配線部品２０と外部端子４１，４２は、絶縁層５１に埋設されている。絶縁層５１は、
配線部品２０の上面２０ａと外部端子４１，４２の上面４１ａ，４２ａを露出するように
形成されている。つまり、絶縁層５１は、配線部品２０の下面及び側面と、外部端子４１
，４２の下面及び側面を覆うように形成されている。
【００１８】
　図１（ｂ）に示すように、配線部品２０は、外部端子（パッド）２１，２２、配線層２
３，２４，２５、絶縁層３１，３２，３３を有している。配線部品２０は、例えばビルド
アップ法を用いて形成されている。
【００１９】
　外部端子２１，２２は、配線部品２０の最外層（ここでは、最上層）の絶縁層３１に埋
設されている。外部端子２１，２２の上面２１ａ，２２ａは、絶縁層３１の上面３１ａと
同一平面上に位置する。従って、絶縁層３１は、外部端子２１，２２の下面及び側面を覆
うように形成されている。
【００２０】
　外部端子２１，２２は、例えば平面視円形の板状に形成されている。外部端子２１，２
２の大きさは、例えば直径を１５～３０マイクロメートル（μｍ）とすることができる。
外部端子２１（第１接続端子）は、複数（本実施形態では２つ）の金属層２１ｂ，２１ｃ
により形成されている。同様に、外部端子２２（第２接続端子）は、複数（本実施形態で
は２つ）の金属層２２ｂ，２２ｃにより形成されている。上面側、つまり絶縁層３１の上
面３１ａに露出する金属層２１ｂ，２２ｂは、例えば金（Ａｕ）層である。埋設された金
属層２１ｃ，２２ｃは、例えばニッケル（Ｎｉ）層である。Ａｕ層の厚さは、例えば０．
１～０．２μｍとすることができる。Ｎｉ層の厚さは例えば２～６μｍとすることができ
る。絶縁層３１の厚さは、例えば５～７μｍとすることができる。
【００２１】
　絶縁層３１の下面には、配線層２３が形成されている。
　配線層２３は、絶縁層３１を厚み方向に貫通して外部端子２１，２２に接続されたビア
配線と、ビア配線を介して外部端子２１，２２と接続され、絶縁層３１の下面に形成され
た配線パターンと、を有している。配線パターンの厚さは、例えば２～５μｍとすること
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ができる。配線パターンの幅は、例えば２～５μｍとすることができる。配線パターンの
間隔は、例えば２～５μｍとすることができる。
【００２２】
　絶縁層３２は、絶縁層３１の下面に、配線層２３を覆うように形成されている。
　配線層２４は、絶縁層３２の下面に形成されている。配線層２４は、絶縁層３２を厚み
方向に貫通するビア配線と、そのビア配線を介して配線層２３と接続され、絶縁層３２の
下面に形成された配線パターンとを有している。配線層２４の大きさ（配線パターンの厚
さ、配線幅、配線間隔）については、前述の配線層２３と同様とすることができる。
【００２３】
　絶縁層３３は、絶縁層３２の下面に、配線層２４を覆うように形成されている。
　配線層２５は、絶縁層３３の下面に形成されている。配線層２５は、絶縁層３３を厚み
方向に貫通するビア配線と、そのビア配線を介して配線層２４と接続され、絶縁層３３の
下面に形成された配線パターンとを有している。この配線層２５において、絶縁層３３の
下面に形成された配線パターンは、内部接続端子ＩＰ１．ＩＰ２として機能する。内部接
続端子ＩＰ１．ＩＰ２は、例えば円形状に形成され、その大きさは例えば４０μｍとする
ことができる。
【００２４】
　配線層２３，２４，２５の材料としては、例えば銅又は銅合金を用いることができる。
絶縁層３１，３２，３３の材料としては、例えば感光性を有する樹脂（例えば、ポリイミ
ド樹脂、シリコーン樹脂、フェノール樹脂、等）を用いることができる。
【００２５】
　図１（ａ）に示すように、絶縁層５１には、その絶縁層５１の上面５１ａの側において
、配線部品２０の側面に対応する部分に、上面５１ａ側に向かうにつれて拡開するテーパ
状の開口部５１Ｘが形成されている。開口部５１Ｘと配線部品２０との間には接着剤５５
が配設されている。接着剤５５の材料としては、例えば、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂
等の絶縁樹脂を用いることができる。
【００２６】
　図１（ａ）に示す外部端子４１，４２は、例えば円柱状に形成されている。外部端子４
１，４２の上面４１ａ，４２ａは、配線部品２０に含まれる外部端子２１，２２の上面２
１ａ，２２ａと同一の平面上に位置している。そして、外部端子４１，４２の下面４１ｂ
，４２ｂは、配線部品２０の下面２０ｂとほぼ同一の平面上に位置している。
【００２７】
　外部端子４１，４２の大きさは、例えば直径を４０μｍとすることができる。外部端子
４１，４２の高さ（厚さ方向の長さ）は、配線部品２０の厚さに応じて設定され、例えば
１５～２１μｍとすることができる。
【００２８】
　外部端子４１（第３接続端子）は、絶縁層５１から露出する表面処理層４１ｃと、表面
処理層４１ｃの下側にあって絶縁層５１に埋設された金属ポスト４１ｄとを含む。同様に
、外部端子４２（第４接続端子）は、絶縁層５１から露出する表面処理層４２ｃと、表面
処理層４２ｃの下側にあって絶縁層５１に埋設された金属ポスト４２ｄとを含む。
【００２９】
　金属ポスト４１ｄ，４２ｄの材料としては、例えば銅又は銅合金を用いることができる
。表面処理層４１ｃ，４２ｃとしては、例えば、Ｎｉ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＡｕ層をこの順
番で積層した金属層）とすることができる。Ａｕ層の厚さは例えば０．１～０．２μｍ、
Ｎｉ層の厚さは例えば２～５μｍとすることができる。なお、表面処理層４１ｃ，４２ｃ
として、Ａｕ層、Ｎｉ／パラジウム（Ｐｄ）／Ａｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層をこの順
番で積層した金属層）等を挙げることができる。また、ＯＳＰ（Organic Solderability 
Preservative）処理などの酸化防止処理を施して表面処理層を形成するようにしてもよい
。例えば、ＯＳＰ処理を施した場合には、アゾール化合物やイミダゾール化合物等の有機
被膜による表面処理層が形成される。
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【００３０】
　絶縁層５１の下面には、配線層４３が形成されている。配線層４３は、絶縁層５１を厚
み方向に貫通して外部端子４１，４２、配線部品２０の内部接続端子ＩＰ１．ＩＰ２に接
続されたビア配線と、ビア配線を介して外部端子４１，４２、内部接続端子ＩＰ１．ＩＰ
２に接続され、絶縁層５１の下面に形成された配線パターンとを有している。絶縁層５２
は、絶縁層５１の下面に、配線層４３を覆うように形成されている。配線層４４は、絶縁
層５２を厚み方向に貫通して配線層４３に接続されたビア配線と、ビア配線を介して配線
層４３に接続され、絶縁層５２の下面に形成された配線パターンとを有している。
【００３１】
　配線層４３，４４に含まれる配線パターンにおいて、配線幅や配線間隔は、配線部品２
０の配線層２３，２４の配線幅や配線間隔と比べ、大きな値に設定されている。言い換え
れば、配線層２３，２４は、配線層４３，４４と比較して微細に形成されている。つまり
、配線部品２０は、配線層４３，４４と比較して微細に形成された配線層２３，２４を有
している。
【００３２】
　ソルダレジスト層５３は、絶縁層５２の下面に、配線層４４の一部を被覆するように形
成されている。ソルダレジスト層５３には、配線層４４の下面の一部を外部接続端子ＥＰ
１として露出する開口部５３Ｘが形成されている。外部接続端子ＥＰ１には、配線基板１
０、つまり図２（ａ）に示す半導体装置１を基板等に実装するために利用されるバンプ（
例えばはんだバンプ）が形成される。
【００３３】
　配線層４３，４４の材料としては、例えば銅又は銅合金を用いることができる。
　絶縁層５１，５２の材料としては、例えば、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂などの絶縁
性樹脂、又はこれら樹脂にシリカやアルミナ等のフィラーを混入した樹脂材を用いること
ができる。また、絶縁層５１，５２の材料としては、例えば、ガラス、アラミド、ＬＣＰ
（Liquid Crystal Polymer）繊維の織布や不織布などの補強材に、エポキシ樹脂やポリイ
ミド樹脂等を主成分とする熱硬化性樹脂を含浸させた補強材入りの絶縁性樹脂を用いるこ
ともできる。なお、絶縁層５１，５２の材料としては、熱硬化性を有する絶縁性樹脂や感
光性を有する絶縁性樹脂を用いることができる。
【００３４】
　ソルダレジスト層５３の材料として、例えば感光性のドライフィルムレジスト又は液状
のフォトレジスト（例えばノボラック系樹脂やアクリル系樹脂等のドライフィルムレジス
トや液状レジスト）等が用いられる。例えば感光性のドライフィルムレジストを用いる場
合には、絶縁層５２と配線層４４とを、熱圧着したドライフィルムによりラミネートし、
そのドライフィルムをフォトリソグラフィ法によりパターニングして開口部５３Ｘを有す
るソルダレジスト層５３を形成する。また、液状のフォトレジストを用いる場合にも、同
様の工程を経て、ソルダレジスト層５３が形成される。
【００３５】
　次に、上記の配線基板１０の製造方法を説明する。
　なお、説明の便宜上、最終的に配線基板１０の各構成要素となる部分には、最終的な構
成要素の符号を付して説明する場合がある。
【００３６】
　先ず、配線部品２０の製造方法を説明する。
　図３（ａ）に示す工程では、支持体２０１の上面に、接着層２０２を介してキャリア付
金属箔２０３（ピーラブル金属箔）が貼付された支持基板２００（第２支持基板）を形成
する。支持体２０１の厚さは、例えば０．５～１ミリメートル（ｍｍ）とすることができ
る。支持体２０１としては、ガラスやステンレス等を用いることができる。接着層２０２
は、耐熱性を有する、例えばエポキシ系の接着剤である。接着層２０２の厚さは、例えば
１０～２０μｍとすることができる。
【００３７】
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　キャリア付金属箔２０３は、キャリア板２０４と、キャリア板２０４の上面に剥離層（
図示略）を介して積層された極薄の金属箔２０５とを有している。キャリア板２０４は、
例えば３５μｍの銅箔である。金属箔２０５は例えば５μｍの銅箔である。
【００３８】
　図３（ｂ）に示す工程では、キャリア付金属箔２０３（金属箔２０５）の上面に外部端
子２１，２２を形成する。
　詳述すると、金属箔２０５の上面に、所望の位置に開口部を有するレジスト層を形成す
る。開口部は、外部端子２１，２２に対応する部分の支持体（金属箔２０５）を露出する
ように形成される。レジスト層の材料としては、感光性のドライフィルムレジスト又は液
状のフォトレジスト（例えばノボラック系樹脂やアクリル系樹脂等のドライフィルムレジ
ストや液状レジスト）等を用いることができる。例えば感光性のドライフィルムレジスト
を用いる場合には、金属箔２０５の上面にドライフィルムを熱圧着によりラミネートし、
そのドライフィルムを露光・現像によりパターニングして、開口部を有するレジスト層を
形成する。なお、液状のフォトレジストを用いる場合にも、同様の工程を経て、レジスト
層を形成することができる。続いて、レジスト層をめっきマスクとして、金属箔２０５の
上面に、金属箔２０５をめっき給電層に利用する電解めっき（電解金めっき）を施し、金
属層２１ｂ、２２ｂを形成する。さらに、電解めっき（電解ニッケルめっき）を施し、金
属層２１ｃ、２２ｃを形成する。そして、レジスト層を例えばアルカリ性の剥離液により
除去する。
【００３９】
　図３（ｃ）に示す工程では、キャリア付金属箔２０３（金属箔２０５）の上面に、外部
端子２１，２２を覆う絶縁材を塗布し、露光・現像・硬化を行って、ビアホール３１Ｘを
有する絶縁層３１を形成する。絶縁材としては、例えば感光性を有する樹脂（例えば、ポ
リイミド樹脂、シリコーン樹脂、フェノール樹脂、等）を用いることができる。ビアホー
ル３１Ｘにより、外部端子２１，２２の上面が例えば直径が５～１５μｍの大きさにて露
出される。ビアホール３１Ｘは、例えば、底面側の径（外部端子２１，２２の上面におけ
る径）よりも絶縁層３１の上面側における径が大きい、円錐台状に形成される。
【００４０】
　図３（ｄ）に示す工程では、絶縁層３１の上に、例えばセミアディティブ法によって配
線層２３を形成する。詳述すると、先ず絶縁層３１の上面にシード層を形成する。シード
層としては、例えば０．１μｍの厚さのチタン（Ｔｉ）膜と０．２μｍの厚さのＣｕ膜を
用いることができる。シード層は、例えばスパッタ法により形成することができる。次に
、シード層上に所定の箇所に開口部を揺するレジスト層を形成する。レジスト層の材料と
しては、例えば耐めっき性を有する材料として、感光性のドライフィルム、液状のフォト
レジスト（例えば、ノボラック系樹脂やアクリル系樹脂等のドライフィルムレジストや液
状レジスト）等を用いることができる。そのレジスト層をめっきマスクとして、シード層
をめっき給電層に利用する電解めっき（電解銅めっき）を施し、電解めっき層を形成する
。レジスト層を例えばアルカリ性の剥離液にて除去した後、電解めっき層をエッチングマ
スクとして不要なシード層を除去する。これにより、配線層２３が形成される。このよう
な工程により、配線層２３のビア配線は、底面側の径（外部端子２１，２２の上面におけ
る径）よりも絶縁層３１の上面側における径が大きい、円錐台状に形成される。
【００４１】
　図３（ｅ）に示す工程では、前述した絶縁層３１を形成する工程と配線層２３を形成す
る工程と同様の工程を繰り返す事により、絶縁層３２、配線層２４、絶縁層３３、及び配
線層２５を形成する。これにより、金属箔２０５の上に配線部品２０が形成される。
【００４２】
　図４（ａ）に示す工程では、絶縁層３３の上面に、絶縁層３３と配線層２５を覆うよう
に、接着剤２１１によってキャリアフィルム２１２（第１支持層）を貼付する。接着剤２
１１としては、例えば紫外線の照射によって接着力が低下するものを用いることができる
。キャリアフィルム２１２としては、例えばダイシング用テープを用いることができる。
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【００４３】
　図４（ｂ）に示す工程では、図４（ａ）に示すキャリア付金属箔２０３のキャリア板２
０４を剥離層より金属箔２０５から剥離し、支持体２０１と接着層２０２とキャリア板２
０４とを除去する。これにより、配線部品２０と、外部端子２１，２２が形成された側の
絶縁層３１の面が金属箔２０５により覆われた構造体２２０が形成される。
【００４４】
　図４（ｃ）に示す工程では、金属箔２０５の下面に、接着剤２１３を介してキャリアフ
ィルム２１４（第２支持層）を貼付する。接着剤２１３としては、例えば紫外線の照射に
よって接着力が低下するものを用いることができる。キャリアフィルム２１４としては、
例えばダイシング用テープを用いることができる。
【００４５】
　図４（ｄ）に示す工程では、図４（ｃ）に示す接着剤２１１に紫外線を照射して接着力
を低下させ、キャリアフィルム２１２と接着剤２１１とを除去する。これにより、構造体
２２０を、金属箔２０５を配設した側に貼付したキャリアフィルム２１４により支持する
。図４（ａ）～図４（ｄ）に示す工程は、支持体２０１を剥離することと、構造体２２０
の支持を金属箔２０５の側にて行うようにするものである。これにより、図４（ｄ）にお
いて、構造体２２０を上面側（図において上側）から搭載のための機器によって支持する
ことにより、金属箔２０５を搭載対象に向けて構造体２２０を搭載することを可能とする
。なお、複数の構造体２２０を面付けして形成した場合などのように、必要に応じてダイ
シングにより構造体２２０を個片化することもできる。
【００４６】
　図５（ａ）に示す工程では、支持体２３１の上面に、キャリア付金属箔２３２を積層し
た支持基板２３０（第１支持基板）を形成する。支持体２３１としては、例えば、ガラス
、アラミド、ＬＣＰ（Liquid Crystal Polymer）繊維の織布や不織布などの補強材に、エ
ポキシ樹脂やポリイミド樹脂等の熱硬化性樹脂を含浸させたコア材を用いることができる
。キャリア付金属箔２３２は、キャリア層２３３と、キャリア層２３３の上面に剥離層（
図示略）を介して積層された金属箔２３４とを有している。キャリア層２３３は、図示し
ない接着層により支持体２３１の上面に貼着される。キャリア層２３３は、例えば、厚さ
が３５μｍ程度の銅板である。金属箔２３４は、例えば、厚さが２０～３５μｍ程度の銅
箔である。
【００４７】
　図５（ｂ）に示す工程では、金属箔２３４に構造体２２０（図４（ｄ）参照）を搭載す
る搭載凹部２３４ｂを形成し、金属箔２３４の上面２３４ａに外部端子４１，４２を形成
する。搭載凹部２３４ｂの深さは、図４（ｄ）に示す構造体２２０の外部端子２１，２２
の面２１ａ，２２ａを、金属箔２３４の上面２３４ａと同一の平面上に位置するように設
定される。例えば、構造体２２０に含まれる金属箔２０５と、この構造体２２０を金属箔
２３４に接着する接着剤を搭載凹部２３４ｂに埋め込むように、搭載凹部２３４ｂの深さ
を設定する。搭載凹部２３４ｂの深さは、例えば１５μｍとすることができる。
【００４８】
　搭載凹部２３４ｂは、例えばエッチング処理（ハーフエッチ）により形成することがで
きる。金属箔２３４の上面２３４ａにレジスト層を形成する。レジスト層の材料としては
、耐エッチング性がある感光性のドライフィルムレジスト又は液状のフォトレジスト（例
えばノボラック系樹脂やアクリル系樹脂等のドライフィルムレジストや液状レジスト）等
を用いることができる。例えば感光性のドライフィルムレジストを用いる場合には、金属
箔２３４の上面２３４ａにドライフィルムを熱圧着によりラミネートし、そのドライフィ
ルムを露光・現像によりパターニングして上記のレジスト層を形成する。そして、レジス
ト層をエッチングマスクとして、金属箔２３４にハーフエッチングを施し、搭載凹部２３
４ｂを形成する。そして、レジスト層を例えばアルカリ性の剥離液を用いて除去する。
【００４９】
　外部端子４１，４２は、例えば電解めっき法により形成することができる。
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　金属箔２３４の表面に、外部端子４１，４２を形成する位置に開口部を有するレジスト
層を形成する。レジスト層は、耐めっき性を有する感光性のドライフィルムレジスト（例
えば、ノボラック系樹脂やアクリル系樹脂等のドライフィルムレジスト）等を用いること
ができる。金属箔２３４の表面をドライフィルムによりラミネートし、そのドライフィル
ムをフォトリソグラフィ法によりパターニングして上記開口部を有するレジスト層を形成
する。なお、液状のフォトレジスト（例えば、ノボラック系樹脂やアクリル系樹脂等の液
状レジスト）を用いてレジスト層を形成してもよい。
【００５０】
　そして、レジスト層をめっきマスクとして、金属箔２３４の上面２３４ａに、金属箔２
３４をめっき給電層に利用した電解めっき法を施し、開口部内に表面処理層４１ｃ，４２
ｃと金属ポスト４１ｄ，４２ｄを順次形成する。例えば、表面処理層４１ｃ，４２ｃがＡ
ｕ／Ｎｉ層である場合には、金属箔２３４の上面２３４ａに、厚さが０．１～０．２μｍ
のＡｕ層と、厚さが２～５μｍのＮｉ層とをこの順番で積層して表面処理層４１ｃ，４２
ｃを形成する。次いで、表面処理層４１ｃ，４２ｃの上に、Ｃｕ層を積層して金属ポスト
４１ｄ，４２ｄを形成する。そして、レジスト層を例えばアルカリ性の剥離液を用いて除
去する。
【００５１】
　図５（ｃ）に示す工程では、搭載凹部２３４ｂに接着剤５５（例えばフィルム状の接着
剤）と構造体２２０とを配置する。接着剤５５の材料としては、例えば、エポキシ樹脂や
ポリイミド樹脂等の絶縁樹脂を用いることができる。そして、接着剤５５を硬化し、金属
箔２３４の上に構造体２２０を固定する。このとき、搭載凹部２３４ｂにより、構造体２
２０に含まれる配線部品２０において、外部端子２１，２２の面２１ａ，２２ａは、外部
端子４１，４２の面４１ａ，４２ａと同一の平面上に位置する。外部端子４１，４２の面
４１ｂ，４２ｂは、構造体２２０に含まれる配線部品２０の下面２０ｂとほぼ同一の平面
上に位置する。
【００５２】
　図６に示す工程では、絶縁層５１、配線層４３、絶縁層５２、配線層４４、ソルダレジ
スト層５３を形成する。
　先ず、外部端子４１，４２と構造体２２０（配線部品２０）を覆う絶縁層５１を形成す
る。次いで、絶縁層５１を貫通し、外部端子４１，４２の面４１ｂ，４２ｂの一部と、内
部接続端子ＩＰ１．ＩＰ２の上面の一部を露出するビアホールを形成する。ビアホールは
、例えばＣＯ２レーザやＹＡＧレーザ等によるレーザ加工法によって形成することができ
る。レーザ加工法によりビアホールを形成した場合、必要に応じてデスミア処理を行う。
このとき、外部端子４１，４２の面４１ｂ，４２ｂは、構造体２２０に含まれる配線部品
２０の下面２０ｂとほぼ同一の平面上に位置する。このため、レーザ加工法により形成す
るビアホールによって、外部端子４１，４２の面４１ｂ，４２ｂと、内部接続端子ＩＰ１
．ＩＰ２の上面とを、ほぼ同じ処理時間にて容易に露出させることができる。
【００５３】
　次いで、絶縁層５１の上面に、例えばセミアディティブ法によって配線層４３を形成す
る。詳述すると、先ず、絶縁層５１の上面及びビアホールの内面に無電解めっき法又はス
パッタ法により、銅などからなるシード層を形成する。次いで、所望の位置に開口部を有
するレジスト層を形成する。そして、シード層をめっき給電層に利用する電解めっき法（
電解銅めっき法）を施し、レジスト層の開口部に、銅などからなる金属めっき層を形成す
る。レジスト層を除去した後、不要なシード層をエッチングにより除去する。これにより
、配線層４３が形成される。
【００５４】
　次いで、上記の絶縁層５１と同様にして、絶縁層５２を形成する。そして、上記の配線
層４３と同様にして、配線層４４を形成する。
　次いで、絶縁層５２の上面に、開口部５３Ｘを有するソルダレジスト層５３を形成する
。ソルダレジスト層５３は、例えば、感光性のソルダレジストフィルムをラミネートし、
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又は液状のソルダレジストを塗布し、当該レジストをフォトリソグラフィ法により露光・
現像して所要の形状にパターニングすることにより得られる。ソルダレジスト層５３の開
口部５３Ｘにより、配線層４４の一部が外部接続端子ＥＰ１として露出される。
【００５５】
　図７（ａ）に示す工程では、図６に示すキャリア層２３３を金属箔２３４から剥離し、
支持体２３１及びキャリア層２３３を除去する。
　図７（ｂ）に示す工程では、図７（ａ）に示す金属箔２３４を、例えばエッチングによ
り除去する。この金属箔２３４に対するエッチング処理において、外部端子４１，４２の
表面処理層４１ｃ、４２ｃがエッチングストッパとして機能する。
【００５６】
　図８（ａ）に示す工程では、金属箔２０５を覆う接着剤５５を除去し、金属箔２０５の
表面（図では下面）を露出させる。例えば、接着剤５５を除去する方法として、サンドブ
ラスト，レーザ加工、機械研磨、等の方法を利用することができる。この工程において、
接着剤５５以外の部分は、レジスト層により被覆され、除去のための処理から保護されて
いる。レジスト層は、処理後に除去される。
【００５７】
　図８（ｂ）に示す工程では、図８（ａ）に示す金属箔２０５を、例えばエッチングによ
り除去する。外部端子２１，２２は、表面側（図において下面側）に金属層（Ａｕ層）２
１ｂ、２２ｂを有している。また、外部端子４１，４２は、表面側（図において下面側）
に、表面処理層４１ｃ、４２ｃ（Ａｕ／Ｎｉ層）を有している。これらは、エッチングス
トッパ層として機能するため、金属箔２０５を選択的にエッチングして除去することがで
きる。このように、金属箔２０５を除去し、配線基板１０が得られる。
【００５８】
　次に、上記の配線基板１０の作用を説明する。
　図２（ａ）に示すように、半導体装置１は、配線基板１０と、配線基板１０の上面に実
装された半導体素子６０，７０を有している。配線基板１０は配線部品２０を有し、配線
部品２０を介して半導体素子６０，７０が互いに接続される。
【００５９】
　図２（ｂ）に示すように、配線基板１０に対して半導体素子６０，７０が実装される。
半導体素子６０は、電極端子６１，６２を有している。電極端子６１，６２の大きさとし
ては、例えば直径が２０～３０μｍ、高さは直径の１．５倍程度とすることができる。電
極端子６１，６２の材料としては、例えば銅又は銅合金を用いることができる。
【００６０】
　半導体素子６０の電極端子６１は、はんだ８１により配線部品２０の外部端子２１に接
続される。そして、電極端子６２は、はんだ８２により配線基板１０の外部端子４１に接
続される。はんだ８１，８２の材料としては、例えばスズ（Ｓｎ）と銀（Ａｇ）の合金、
ＳｎとＡｕの合金、ＳｎとＣｕの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金、等を用いることができ
る。例えば、Ｓｎ－Ａｇ系のはんだを使用する場合、２４５度程度の温度でリフロー加熱
を行うことができる。
【００６１】
　配線部品２０の外部端子２１の上面２１ａは、絶縁層５１に埋設された外部端子４１の
上面４１ａと同一の平面上に位置している。従って、半導体素子６０において、電極端子
６１を配線部品２０の外部端子２１に対して接続するとともに、電極端子６２を配線基板
１０の外部端子４１に対して接続することができる。このため、配線基板１０に対して、
同じ長さの電極端子６１，６２によって半導体素子６０を歩留まりよく接続することがで
き、接続の信頼性を確保することができる。また、電極端子６１，６２の高さが多少ばら
つくとしても、各電極端子６１，６２の先端のはんだ８１，８２によってそのばらつきを
吸収することができる。
【００６２】
　同様に、半導体素子７０は、電極端子７１，７２を有している。電極端子７１，７２の
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大きさとしては、例えば直径が２０～３０μｍ、高さは直径の１．５倍程度とすることが
できる。電極端子７１，７２の材料としては、例えば銅又は銅合金を用いることができる
。
【００６３】
　半導体素子７０の電極端子７１は、はんだ８３により配線部品２０の外部端子２２に接
続される。そして、電極端子７２は、はんだ８４により配線基板１０の外部端子４２に接
続される。はんだ８３，８４の材料としては、例えばスズ（Ｓｎ）と銀（Ａｇ）の合金、
ＳｎとＡｕの合金、ＳｎとＣｕの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金、等を用いることができ
る。例えば、Ｓｎ－Ａｇ系のはんだを使用する場合、２４５度程度の温度でリフロー加熱
を行うことができる。
【００６４】
　配線部品２０の外部端子２２の上面２２ａは、絶縁層５１に埋設された外部端子４２の
上面４２ａと同一の平面上に位置している。従って、半導体素子７０において、電極端子
７１を配線部品２０の外部端子２２に対して接続するとともに、電極端子７２を配線基板
１０の外部端子４２に対して接続することができる。このため、配線基板１０に対して、
同じ長さの電極端子７１，７２によって半導体素子７０を歩留まりよく接続することがで
き、接続の信頼性を確保することができる。また、電極端子７１，７２の高さが多少ばら
つくとしても、各電極端子７１，７２の先端のはんだ８３，８４によってそのばらつきを
吸収することができる。
【００６５】
　そして、半導体素子６０と半導体素子７０は、配線部品２０を介して互いに接続される
。配線部品２０は、配線層４３，４４と比較して微細に形成された配線層２３，２４を有
している。このため、半導体素子６０，７０を実装する配線基板の全体にわたって微細な
配線を形成する場合と比べ、製造コストを低減することができる。
【００６６】
　また、図１（ａ）に示すように、配線部品２０は、下面に内部接続端子ＩＰ１．ＩＰ２
を有している。内部接続端子ＩＰ１，ＩＰ２は、配線層４３に接続される。このため、配
線層４３と内部接続端子ＩＰ１，ＩＰ２を介して配線部品２０に対して所望の信号や電源
を供給することができる。
【００６７】
　配線部品２０を搭載した支持体２３１（金属箔２３４）に対して配線層４３，４４等を
形成した。このような製造方法では、配線基板の絶縁層に配線部品２０を配置するキャビ
ティを形成する場合と比べて工程数が少なく、製造コストの低減を図ることができる。
【００６８】
　以上記述したように、本実施形態によれば、以下の効果を奏する。
　（１－１）配線基板１０には、半導体素子６０，７０が実装される。配線基板１０は、
配線部品２０を有している。配線部品２０は、半導体素子６０，７０の一部の端子を互い
に接続する。配線部品２０は、半導体素子６０の電極端子６１が接続される外部端子２１
と、半導体素子７０の電極端子７１が接続される外部端子２２とを有している。配線部品
２０は、外部端子２１，２２が配設された上面２０ａと反対側の下面２０ｂに内部接続端
子ＩＰ１，ＩＰ２を有している。配線基板１０は、半導体素子６０の電極端子６２が接続
される外部端子４１と、半導体素子７０の電極端子７２が接続される外部端子４２とを有
している。配線基板１０の絶縁層５１は、配線部品２０と外部端子４１，４２とを埋設す
る。絶縁層５１の下面には、外部端子４１，４２と配線部品２０の内部接続端子ＩＰ１，
ＩＰ２とに接続された配線層４３が形成されている。
【００６９】
　そして、配線部品２０の外部端子２１，２２の上面２１ａ，２２ａと、外部端子４１，
４２の上面４１ａ，４２ａは、同一平面上に位置している。このため、半導体素子６０に
おいて、電極端子６１を配線部品２０の外部端子２１に対して接続するとともに、電極端
子６２を配線基板１０の外部端子４１に対して接続することができる。このため、配線基
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板１０に対して、同じ長さの電極端子６１，６２によって半導体素子６０を歩留まりよく
接続することができ、接続の信頼性を確保することができる。また、電極端子６１，６２
の高さが多少ばらつくとしても、各電極端子６１，６２の先端のはんだ８１，８２によっ
てそのばらつきが吸収されるため、接続信頼性を確保することができる。半導体素子７０
においても同様であり、接続信頼性を確保することができる。
【００７０】
　（１－２）半導体素子６０と半導体素子７０は、配線部品２０を介して互いに接続され
る。配線部品２０は、微細に形成された配線層２３，２４を有している。このため、半導
体素子６０，７０を実装する配線基板の全体にわたって微細な配線を形成する場合と比べ
、製造コストを低減することができる。
【００７１】
　（１－３）配線部品２０は、下面に内部接続端子ＩＰ１．ＩＰ２を有している。内部接
続端子ＩＰ１，ＩＰ２は、配線層４３に接続される。このため、配線層４３と内部接続端
子ＩＰ１，ＩＰ２を介して配線部品２０に対して所望の信号や電源を供給することができ
る。
【００７２】
　（１－４）配線部品２０を搭載した支持体２３１（金属箔２３４）に対して配線層４３
，４４等を形成した。このような製造方法では、配線基板の絶縁層に配線部品２０を配置
するキャビティを形成する場合と比べて工程数が少なく、製造コストの低減を図ることが
できる。
【００７３】
　（第２実施形態）
　以下、第２実施形態を図９～図１４に従って説明する。
　なお、この実施形態において、上記実施形態と同じ構成部材については同じ符号を付し
てその説明を省略する場合がある。
【００７４】
　図１０に示すように、半導体装置１ａは、配線基板１０ａと、配線基板１０ａに実装さ
れた複数（図１０では２つ）の半導体素子６０，７０と、アンダーフィル樹脂８５とを有
している。なお、図１０は、半導体装置１ａの一部であり、２つの半導体素子６０，７０
の間の接続部分を示している。
【００７５】
　半導体素子６０は、複数の電極端子（ピラー）６２を介して配線基板１０ａに接続され
ている。同様に、半導体素子７０は、複数の電極端子（ピラー）７２を介して配線基板１
０ａに接続されている。配線基板１０ａは、２つの半導体素子６０，７０を互いに接続す
るための配線部品（ブリッジボード）２０を有している。半導体素子６０は、電極端子６
１を介して配線部品２０に接続されている。同様に、半導体素子７０は、電極端子７１を
介して配線部品２０に接続されている。電極端子６１，６２，７１，７２の材料としては
、例えば銅又は銅合金を用いることができる。
【００７６】
　アンダーフィル樹脂８５は、配線基板１０ａと半導体素子６０，７０の間を充填するよ
うに設けられている。アンダーフィル樹脂８５の材料としては、例えばエポキシ系樹脂な
どの絶縁性樹脂を用いることができる。
【００７７】
　図９（ａ）に示すように、配線基板１０ａは、配線部品２０、外部端子４１，４２、配
線層４３，４４、絶縁層１０１，５２、ソルダレジスト層５３を有している。
　配線部品２０と外部端子４１，４２は、絶縁層１０１に埋設されている。絶縁層１０１
は、配線部品２０の上面２０ａと外部端子４１，４２の面４１ａ，４２ａを露出するよう
に形成されている。つまり、絶縁層１０１は、配線部品２０の下面及び側面と、外部端子
４１，４２の下面及び側面を覆うように形成されている。
【００７８】
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　そして、本実施形態において、配線部品２０の上面２０ａと外部端子４１，４２の面４
１ａ，４２ａは、絶縁層１０１の上面１０１ａより下側に位置している。
　図９（ｂ）に示すように、配線部品２０は、外部端子（パッド）２１，２２、配線層２
３，２４，２５、絶縁層３１，３２，３３を有している。外部端子２１は、複数（本実施
形態では２つ）の金属層２１ｂ，２１ｃにより形成されている。同様に、外部端子２２は
、複数（本実施形態では２つ）の金属層２２ｂ，２２ｃにより形成されている。上面側、
つまり絶縁層３１の上面３１ａに露出する金属層２１ｂ、２２ｂは、例えば金（Ａｕ）層
である。埋設された金属層２１ｃ、２２ｃは、例えばニッケル（Ｎｉ）層である。
【００７９】
　絶縁層３１の下面には、配線層２３が形成されている。配線層２３は、絶縁層３１を厚
み方向に貫通して外部端子２１，２２に接続されたビア配線と、ビア配線を介して外部端
子２１，２２と接続され、絶縁層３１の下面に形成された配線パターンと、を有している
。
【００８０】
　絶縁層３２は、絶縁層３１の下面に、配線層２３を覆うように形成されている。配線層
２４は、絶縁層３２の下面に形成されている。配線層２４は、絶縁層３２を厚み方向に貫
通するビア配線と、そのビア配線を介して配線層２３と接続され、絶縁層３２の下面に形
成された配線パターンとを有している。
【００８１】
　絶縁層３３は、絶縁層３２の下面に、配線層２４を覆うように形成されている。配線層
２５は、絶縁層３３の下面に形成されている。配線層２５は、絶縁層３３を厚み方向に貫
通するビア配線と、そのビア配線を介して配線層２４と接続され、絶縁層３３の下面に形
成された配線パターンとを有している。この配線層２５において、絶縁層３３の下面に形
成された配線パターンは、内部接続端子ＩＰ１．ＩＰ２として機能する。
【００８２】
　配線層２３，２４，２５の材料としては、例えば銅又は銅合金を用いることができる。
絶縁層３１，３２，３３の材料としては、例えば感光性を有する樹脂（例えば、ポリイミ
ド樹脂、シリコーン樹脂、フェノール樹脂、等）を用いることができる。
【００８３】
　図９（ａ）に示すように、絶縁層１０１には、その絶縁層１０１の上面１０１ａの側に
おいて、配線部品２０の側面に対応する部分に、上面１０１ａ側に向かうにつれて拡開す
るテーパ状の開口部１０１Ｘが形成されている。開口部１０１Ｘと配線部品２０との間に
は接着剤５５が配設されている。
【００８４】
　図９（ａ）に示す外部端子４１，４２は、例えば円柱状に形成されている。外部端子４
１，４２の面４１ａ，４２ａは、配線部品２０に含まれる外部端子２１，２２の面２１ａ
，２２ａと同一の平面上に位置している。そして、外部端子４１，４２の面４１ｂ，４２
ｂは、配線部品２０に含まれる内部接続端子ＩＰ１．ＩＰ２の下面とほぼ同一の平面上に
位置している。
【００８５】
　外部端子４１は、金属ポスト４１ｄと、金属ポスト４１ｄの上面に形成された表面処理
層４１ｃとを含む。同様に、外部端子４２は、金属ポスト４２ｄと、金属ポスト４２ｄの
上面に形成された表面処理層４２ｃとを含む。金属ポスト４１ｄ，４２ｄの材料としては
、例えば銅又は銅合金を用いることができる。表面処理層４１ｃ，４２ｃとしては、例え
ば、Ｎｉ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）とすることができる。
【００８６】
　絶縁層１０１の下面には、配線層４３が形成されている。配線層４３は、絶縁層１０１
を厚み方向に貫通して外部端子４１，４２、配線部品２０の内部接続端子ＩＰ１．ＩＰ２
に接続されたビア配線と、ビア配線を介して外部端子４１，４２、内部接続端子ＩＰ１．
ＩＰ２に接続され、絶縁層１０１の下面に形成された配線パターンとを有している。絶縁
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層５２は、絶縁層１０１の下面に、配線層４３を覆うように形成されている。配線層４４
は、絶縁層５２を厚み方向に貫通して配線層４３に接続されたビア配線と、ビア配線を介
して配線層４３に接続され、絶縁層５２の下面に形成された配線パターンとを有している
。
【００８７】
　ソルダレジスト層５３は、絶縁層５２の下面に、配線層４４の一部を被覆するように形
成されている。ソルダレジスト層５３には、配線層４４の下面の一部を外部接続端子ＥＰ
１として露出する開口部５３Ｘが形成されている。外部接続端子ＥＰ１には、この配線基
板１０ａ（図１０に示す半導体装置１ａ）を基板等に実装するために利用されるバンプ（
例えばはんだバンプ）が形成される。
【００８８】
　配線層４３，４４の材料としては、例えば銅又は銅合金を用いることができる。絶縁層
１０１，５２の材料としては、例えば、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂などの絶縁性樹脂
、又はこれら樹脂にシリカやアルミナ等のフィラーを混入した樹脂材を用いることができ
る。ソルダレジスト層５３の材料として、例えば感光性のドライフィルムレジスト又は液
状のフォトレジスト（例えばノボラック系樹脂やアクリル系樹脂等のドライフィルムレジ
ストや液状レジスト）等が用いられる。
【００８９】
　次に、上記の配線基板１０ａの製造方法を説明する。
　なお、配線部品２０の製造方法については前述の第１実施形態と同じであるため、説明
及び図面を省略する。
【００９０】
　図１１（ａ）に示す工程では、支持体２３１の上面に、キャリア付金属箔２３２を積層
した支持基板２３０（第１支持基板）を形成する。支持体２３１としては、例えば、ガラ
ス、アラミド、ＬＣＰ（Liquid Crystal Polymer）繊維の織布や不織布などの補強材に、
エポキシ樹脂やポリイミド樹脂等の熱硬化性樹脂を含浸させたコア材を用いることができ
る。キャリア付金属箔２３２は、キャリア層２３３と、キャリア層２３３の上面に剥離層
（図示略）を介して積層された金属箔２３４とを有している。キャリア層２３３は、図示
しない接着層により支持体２３１の上面に貼着される。キャリア層２３３は、例えば、厚
さが３５μｍ程度の銅板である。金属箔２３４は、例えば、厚さが５μｍ程度の銅箔であ
る。
【００９１】
　図１１（ｂ）に示す工程では、金属箔２３４の上面２３４ａに、補助層２４１，２４２
を形成し、それらの補助層２４１，２４２の上に外部端子４１，４２を形成する。補助層
２４１，２４２の材料としては、例えば、金属箔２３４と同じ材質である銅（Ｃｕ）を用
いることができる。
【００９２】
　詳述すると、金属箔２３４の上面２３４ａに、外部端子４１，４２を形成する位置に開
口部を有するレジスト層を形成する。レジスト層は、耐めっき性を有する感光性のドライ
フィルムレジスト（例えば、ノボラック系樹脂やアクリル系樹脂等のドライフィルムレジ
スト）等を用いることができる。金属箔２３４の上面２３４ａをドライフィルムによりラ
ミネートし、そのドライフィルムをフォトリソグラフィ法によりパターニングして上記開
口部を有するレジスト層を形成する。なお、液状のフォトレジスト（例えば、ノボラック
系樹脂やアクリル系樹脂等の液状レジスト）を用いてレジスト層を形成してもよい。
【００９３】
　そして、レジスト層をめっきマスクとして、金属箔２３４の上面２３４ａに、金属箔２
３４をめっき給電層に利用した電解めっき法（電解銅めっき法）を施し、開口部内に補助
層２４１，２４２を形成する。補助層２４１，２４２の厚さとしては、構造体２２０の金
属箔２０５の厚さと接着層の厚さとに応じて設定され、例えば１５μｍとすることができ
る。
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【００９４】
　さらに、補助層２４１，２４２の上に、表面処理層４１ｃ，４２ｃと金属ポスト４１ｄ
，４２ｄを順次形成する。例えば、表面処理層４１ｃ，４２ｃがＡｕ／Ｎｉ層である場合
には、補助層２４１，２４２の上面に、厚さが０．１～０．２μｍのＡｕ層と、厚さが２
～５μｍのＮｉ層とをこの順番で積層して表面処理層４１ｃ，４２ｃを形成する。次いで
、表面処理層４１ｃ，４２ｃの上に、Ｃｕ層を積層して金属ポスト４１ｄ，４２ｄを形成
する。そして、レジスト層を例えばアルカリ性の剥離液を用いて除去する。
【００９５】
　図１１（ｃ）に示す工程では、金属箔２３４の上面２３４ａに、接着剤５５（例えばフ
ィルム状の接着剤）と構造体２２０とを配置する。そして、接着剤５５を硬化し、金属箔
２３４の上に構造体２２０を固定する。このとき、構造体２２０に含まれる配線部品２０
において、外部端子２１，２２の面２１ａ，２２ａは、外部端子４１，４２の面４１ａ，
４２ａと同一の平面上に位置する。外部端子４１，４２の面４１ｂ，４２ｂは、構造体２
２０に含まれる配線部品２０の内部接続端子ＩＰ１．ＩＰ２の上面とほぼ同一の平面上に
位置する。
【００９６】
　図１２に示す工程では、絶縁層１０１、配線層４３、絶縁層５２、配線層４４、ソルダ
レジスト層５３を形成する。
　先ず、外部端子４１，４２と構造体２２０（配線部品２０）を覆う絶縁層１０１を形成
する。次いで、絶縁層１０１を貫通し、外部端子４１，４２の面４１ｂ，４２ｂの一部と
、内部接続端子ＩＰ１．ＩＰ２の上面の一部を露出するビアホールを形成する。ビアホー
ルは、例えばＣＯ２レーザやＹＡＧレーザ等によるレーザ加工法によって形成することが
できる。レーザ加工法によりビアホールを形成した場合、必要に応じてデスミア処理を行
う。このとき、外部端子４１，４２の面４１ｂ，４２ｂは、構造体２２０に含まれる配線
部品２０の内部接続端子ＩＰ１．ＩＰ２の上面とほぼ同一の平面上に位置する。このため
、レーザ加工法により形成するビアホールによって、外部端子４１，４２の面４１ｂ，４
２ｂと、内部接続端子ＩＰ１．ＩＰ２の上面とを、ほぼ同じ処理時間にて容易に露出させ
ることができる。
【００９７】
　次いで、絶縁層１０１の上面に、例えばセミアディティブ法によって配線層４３を形成
する。詳述すると、先ず、絶縁層１０１の上面及びビアホールの内面に無電解めっき法又
はスパッタ法により、銅などからなるシード層を形成する。次いで、所望の位置に開口部
を有するレジスト層を形成する。そして、シード層をめっき給電層に利用する電解めっき
法（電解銅めっき法）を施し、レジスト層の開口部に、銅などからなる金属めっき層を形
成する。レジスト層を除去した後、不要なシード層をエッチングにより除去する。これに
より、配線層４３が形成される。
【００９８】
　次いで、上記の絶縁層１０１と同様にして、絶縁層５２を形成する。そして、上記の配
線層４３と同様にして、配線層４４を形成する。
　次いで、絶縁層５２の上面に、開口部５３Ｘを有するソルダレジスト層５３を形成する
。ソルダレジスト層５３は、例えば、感光性のソルダレジストフィルムをラミネートし、
又は液状のソルダレジストを塗布し、当該レジストをフォトリソグラフィ法により露光・
現像して所要の形状にパターニングすることにより得られる。ソルダレジスト層５３の開
口部５３Ｘにより、配線層４４の一部が外部接続端子ＥＰ１として露出される。
【００９９】
　図１３（ａ）に示す工程では、図１２に示すキャリア層２３３を金属箔２３４から剥離
し、支持体２３１及びキャリア層２３３を除去する。
　図１３（ｂ）に示す工程では、図１３（ａ）に示す金属箔２３４と補助層２４１，２４
２とを、例えばエッチングにより除去する。この金属箔２３４と補助層２４１，２４２に
対するエッチング処理において、外部端子４１，４２の表面処理層４１ｃ、４２ｃがエッ
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チングストッパとして機能する。
【０１００】
　図１４（ａ）に示す工程では、金属箔２０５を覆う接着剤５５を除去し、金属箔２０５
の表面（図では下面）を露出させる。例えば、接着剤５５を除去する方法として、サンド
ブラスト，レーザ加工、機械研磨、等の方法を利用することができる。この工程において
、接着剤５５以外の部分は、レジスト層により被覆され、除去のための処理から保護され
ている。レジスト層は、処理後に除去される。
【０１０１】
　図１４（ｂ）に示す工程では、図１４（ａ）に示す金属箔２０５を、例えばエッチング
により除去する。外部端子２１，２２は、表面側（図において下面側）に金属層（Ａｕ層
）２１ｂ、２２ｂを有している。また、外部端子４１，４２は、表面側（図において下面
側）に、表面処理層４１ｃ，４２ｃ（Ａｕ／Ｎｉ層）を有している。これらは、エッチン
グストッパ層として機能するため、金属箔２０５を選択的にエッチングして除去すること
ができる。このように、金属箔２０５を除去し、配線基板１０ａが得られる。
【０１０２】
　以上記述したように、本実施形態によれば、前述の第１実施形態の効果に加え、以下の
効果を奏する。
　（２－１）キャリア付金属箔２３２の金属箔２３４の上面２３４ａに、接着剤５５によ
って、配線部品２０を含む構造体２２０を、その配線部品２０の外部端子２１，２２が形
成された面を覆う金属箔２０５を、金属箔２３４の上面２３４ａに向けて接着する。そし
て、金属箔２３４の上面２３４ａに補助層２４１，２４２を形成し、その補助層２４１，
２４２に対して外部端子４１，４２を積層して形成するようにした。この結果、補助層２
４１，２４２により、外部端子４１，４２の面４１ａ，４２ａと、配線部品２０の外部端
子２１，２２の面２１ａ，２２ａとを同一の平面上に位置するように形成することができ
る。
【０１０３】
　（２－２）
　補助層２４１，２４２は、外部端子４１，４２を形成するレジスト層を用いて、外部端
子４１，４２に先立って、例えば電解めっき法により形成される。このため、前述した第
１実施形態のように、搭載凹部２３４ｂを形成するエッチング工程が不要となり、工程間
の移動等に要する時間がかからない。このため、配線基板１０ａの製造に要する時間の短
縮を図ることができる。
【０１０４】
　尚、上記各実施形態は、以下の態様で実施してもよい。
　・上記実施形態では、図３（ａ）に示すように、支持体２０１の上面にキャリア付金属
箔２０３を貼付して配線部品２０（図４（ｄ）参照）を製造するようにした。これに限ら
ず、例えば、図３（ａ）に示す支持体２０１の上下両面にキャリア付金属箔２０３を貼付
して複数の配線部品２０を製造するようにしてもよい。
【０１０５】
　同様に、上記第１実施形態では、図５（ａ）に示すように、支持体２３１の上面にキャ
リア付金属箔２３２を貼付して配線基板１０（図８（ｂ）参照）を製造するようにした。
これに限らず、例えば、図５（ａ）に示す支持体２３１の上下両面にキャリア付金属箔２
３２を貼付して複数の配線基板１０を製造するようにしてもよい。第２実施形態について
も、第１実施形態と同様に、支持体２３１の両面に配線基板１０ａを形成するようにして
もよい。
【０１０６】
　・上記各実施形態では、支持体２０１の上面にキャリア付金属箔２０３を接着層２０２
により接着し、そのキャリア付金属箔２０３の上面に配線部品２０を形成した。これに対
し、図１５に示すように、支持体２０１の上面に接着層２０２を介して金属箔（銅箔）２
５１を貼付し、その金属箔２５１の上面に配線部品２０を形成した後、支持体２０１から



(19) JP 6625491 B2 2019.12.25

10

、金属箔２５１と配線部品２０（図１（ｂ）参照）を含む構造体を剥離するようにしても
よい。
【符号の説明】
【０１０７】
　１，１ａ　半導体装置
　１０，１０ａ　配線基板
　２０　配線部品
　２１，２２　接続端子
　２１ａ，２２ａ　上面
　４１，４２　接続端子
　４１ａ，４２ａ　上面
　５１，１０１　絶縁層
　４３　配線層
　６０，７０　半導体素子
　６１，６２，７１，７２　電極端子
　ＩＰ１，ＩＰ２　内部接続端子

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】
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